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日本における仕事の安定性と

雇用区分の関係�認識と現実

李 慧 慧 a

田 中 喜 行b

勇 上 和 史 c

本稿では， 1年以内の失業可能性という主観的な失業リスクと， 1年以内の会社

都合離職率という客観的な失業リスクに焦点をあて，労働時間や契約期間，雇用形

態という複数の雇用区分に基づく仕事の安定性（ job security）の差異を明らかに

した。その結果，主観的な失業リスクは，呼称による非正規と正規という雇用形態

に比べて，有期と無期という契約期間による差異が大きかったものが，近年のデー

タでは，雇用形態による差異が顕著であることが示された。客観的な失業リスクも

また，近年のデータでは，契約期間よりは雇用形態による差異が明確であることが

確認された。こうした変化の背後には，マクロの労働市場の状況や労働法制の変化

の影響が示唆される。一方で，呼称による雇用形態における仕事の安定性の明確な

差異は，日本において，企業の雇用管理上の区分が，事実上の契約関係を内包して

いると解釈された。

キーワード 仕事の安定性，失業リスク，雇用区分，有期労働契約，

非正規の職員・従業員

1 は じ め に

本稿は，日本における労働者の仕事の安定性（ job security）に焦点を当て， 1年以内の

主観的な失業リスクや実際の失職確率と，労働法上あるいは雇用管理上の雇用区分との間の

システマティックな関係の有無を明らかにすることを目的とする。

戦後の先進諸国の労働市場では，企業と労働者の長期的かつ継続的な雇用関係が普及して

いることが繰り返し確認されてきた。具体的に，勤続20年以上の労働者の割合は，最も低い

アメリカにおいても 1/4 を占めており，日本や西ヨーロッパ諸国ではより高い割合に上っ
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ていた（Hall 1982, Burgess 1999, Farber 1999）。しかしながら，こうした長期雇用は時代を

経るにしたがって衰退傾向にある。日米の研究によれば，労働者の勤続年数は最近の世代ほ

ど短くなっている（Farber 2010, Kawaguchi and Ueno 2013）。

労働市場の流動化は，労働力の再配分が経済全体の生産性を高めるという観点から支持さ

れる（Foster et al. 2002, Bartelsman et al. 2004）。その反面，労働市場の流動化は，企業特

殊的スキルの人的資本投資を行う企業にとって，将来の投資の回収が難しくなるという問題

を孕んでいる。さらに労働者にとって，仕事の安定性は，生活の安定の重要な条件になって

いるという側面がある。労働者が失職（ job loss）すると，長きにわたって収入の減少に直

面する。その傾向は，労働市場の流動性が低い日本はもとより（Bognanno and Kambayashi

2013, 佐藤 2015），流動性が高いアメリカにおいても明確に観察される（ Jacobson et al. 1993，

Farber 2011）。さらに，失職の経験は，労働者の健康や寿命に負の影響を与える（Sullivan and

Von Wachter 2009, Eliason and Storrie 2009, Browning and Heinesen 2012）。長期雇用の衰

退により，労働者が望まない離職が増加すれば，労働者の生活や健康が直接的に脅かされる

可能性がある。

加えて，労働市場の流動化がもたらす負の影響は失職経験に留まらない。各国の労働者調

査の結果によれば，仕事を持つ雇用者にとっては，現在の仕事が安定的（secure job）だと

感じられるかどうかが重要な仕事特性となっている（OECD 1997, Clark 2001, 奥西 2008）。

そして，現在の仕事に関する失業のおそれや雇用不安が高まると，職務満足度（Origo and

Pagani 2009, Artz and Kaya 2014）や，身体的・精神的健康（Caroli and Godard 2016, Cottini

and Ghinetti 2018, Inoue et al. 2018）といった労働者の well-beingが低下する
1）

。広範な労働

者の well-beingの観点からは，現在の仕事の安定性そのものに注目する必要がある。

従来，労働者の失業リスクは，労働契約の性質に基づいて理解されてきた。即ち，契約の

期限がある有期労働契約（fixed-term contract）は，企業が景気変動のバッファーとして需

要する側面があり（Garibaldi 2006），期間満了時の雇い止めのリスクが高い。その一方，無

期労働契約（permanent contract）は，期限の定めがなく，また一部の欧州諸国や日本では，

使用者による労働契約の一方的な解約（解雇）に係る手続きが厳格に定められている。その

ため，理論的には，雇用保護法制が厳格なほど無期雇用の解雇リスクは低い。特に欧州諸国

では，企業と労働者の労働契約の継続・解消が契約期間の区分に依存しており，企業内訓練

や賃金格差もまた，有期・無期の雇用区分の格差として議論されている。

翻って日本では，正規の職員・従業員と非正規の職員・従業員という，職場における呼称

上の雇用形態間の処遇格差に焦点が当てられてきた。その結果，賃金や企業主導の職場外訓

練（off-JT）の受講経験などは，有期・無期という契約期間による区分や，フルタイム・パー

トタイムという労働時間による区分ではなく，正規・非正規という呼称による雇用形態の区
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分に基づく格差が大きいことが示されている（川口・神林・原 2015，小前・玄田 2020）。

このことは，日本においては，労働法制上の雇用区分と企業の人事管理や雇用慣行上の雇用

区分が一意に対応していないことを示唆する（佐野・勇上 2016）。しかしながら，現職の仕

事の安定性と様々な雇用区分の関係は明らかにされていない。

本稿では，日本の雇用者の仕事の安定性に関する認識や経験が，いかなる雇用区分と関係

しているのかを検証する。具体的には，現職の仕事の（不）安定性の指標として， 1年以内

の失業リスクに関する労働者の認識と， 1年以内の契約期間満了による雇い止めや会社都合

による離職率を用いる。そして，これらの主観的および客観的な安定性の指標について，労

働法制に対応する雇用区分，ならびに呼称の正規・非正規という雇用管理上の雇用区分によ

るシステマティックな格差の有無を検証する。これにより，日本における正規・非正規間の

格差の要因を理解するための追加的な証拠を得ることを目的とする。

本稿の構成は次の通りである。 2では，仕事の安定性の指標に関する従来の議論を整理す

る。 3では，データと分析方法を説明する。 4では推定結果を紹介すると共に，結果の解釈

を述べる。 5では結論と今後の課題を述べる。

2 安定性の指標

労働者の雇用の安定性に関する認識を捉えるために，従来， 2つの指標が注目されてきた。

一つは，現職の安定性（ job security）に関する指標である。これは，（その反面である）現

在の仕事を失う可能性の大きさや具体的な確率として主観的に測定される。この指標の特長

は，測定のための質問文の理解に当たって，個人の解釈が入る余地が小さい点が挙げられる

（Clark and Postel-Vinay 2009）。典型的には，アメリカの General Social Surveyや欧州の

Eurobarometerにおける「今後 1年間で，仕事を失ったり，解雇されたりする可能性は，

「非常に高い」「まあまあ高い」「あまり高くない」「まったく高くない」のどれくらいだと思

いますか？」という質問への回答を利用した研究（Blanchflower and Oswald 1999, Origo and

Pagani 2009, Kuroki 2012）や，US Survey of Economic Expectationsにおける「今後 1年間

で仕事を失う可能性は何パーセントだと思いますか？」という質問への回答を利用した研究

（Dominitz and Manski 1996, Manski and Straub 1999）がある
2）

。

他方，労働者の雇用の安定性の認識は，失業時の生活保障や再就職のしやすさといった雇

用保障（employment security）の程度にも影響される。この指標は，失業後の再就職の可

能性（employability）や再就職確率として測定される。典型的には，General Social Survey

における「現在とほぼ同じ収入と福利厚生で，他社の仕事を見つけるのは，「とても簡単」

「やや簡単」「全く簡単ではない」のどれに該当しますか？」という質問などが利用される

（Blanchflower and Oswald 1999）。この種の指標は，仕事から仕事への移動可能性という労
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働市場レベルの雇用保障を捉えており，従来，雇用保護法制や失業保険といった労働市場の

制度や政策との関連が議論されてきた（Clark and Postel-Vinay 2009, Luecke and Knabe

2020）。

本稿では，先に述べた通り，様々な雇用区分における仕事特性の格差という日本の制度的

背景と研究上の文脈を踏まえて，現職の重要な仕事特性である仕事の（不）安定性に焦点を

当てる。そのため，労働市場レベルで実現される雇用保障（employment security）につい

ては，研究の対象外とする。そのうえで，仕事の安定性の指標として，主観的な失職確率の

みならず，会社都合による実際の失職確率も取り上げ，主観的および客観的な失業リスクに

ついて，様々な雇用区分間の格差を検証する。

3 データと分析方法

主観的な失業リスクに関する質問は，前述の通り，諸外国では政府統計ではなく特定の民

間調査に設けられており，日本においても同様である。ここでは，次の 2種類の調査のミク

ロデータを用いる。第 1は，大阪商業大学 JGSSセンターが実施する「日本版 General Social

Surveys（ JGSS）」の2000～2003年，2005年，2006年，2008年，2010年，2012年，2015年，2017

年及び2018年の11時点のミクロデータである
3）

。JGSSは，2000年以降の長期の分析に適する

一方，毎回の回答者が異なるクロスセクションデータであるために，分析期間を通じて一定

の個人の観察されない異質性が制御できない。また，2003年以降は契約期間による雇用区分

の情報も得られないという弱点がある。そこで第 2に，東京大学社会科学研究所パネル調査

プロジェクトが実施する「働き方とライフスタイルの変化に関する調査」（ Japanese Life

Course Panel Surveys : JLPS）より，若年調査（ JLPS�Y）と壮年調査（ JLPS�M
4）

）の2007年

～2017年のパネルデータも用いる。

主観的な失業リスクについて，JGSSでは「今後 1年間にあなたが失業する可能性がある

と思いますか」，JLPSでは「今後 1年間に失業（倒産）をする可能性がある」という質問項

目がある。そこで，JGSSについては「かなりある」「ある程度ある」，JLPSについては「か

なりあてはまる」「ある程度あてはまる」を失業リスクのある労働者と定義し，JGSSについ

ては「あまりない」「まったくない」，JLPSについては「あまりあてはまらない」「あてはま

らない」を失業リスクのない労働者と定義する。そして，前者の場合に 1，後者の場合に 0

の値を取る主観的な失業リスクダミーを作成して分析に用いる。

次に，客観的な失業リスクとして会社都合の離職（失職）に注目し， 2種類のデータを使

用する。第 1は，先に説明した JLPS�Yと JLPS�Mの2007年～2017年のパネルデータである
5）

。

この調査では，「この 1年の勤め先変化の理由」を尋ねているため，このうち「会社の倒産・

廃業・人員整理」あるいは「契約期間の終了」と回答した者を会社都合による離職者と定義
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する。第 2は，リクルートワークス研究所「全国就業者実態パネル調査」（ Japanese Panel

Study of Employment Dynamics : JPSED）の2016年～2021年パネルデータ
6）

である。前年から

の離職者の離職理由として，「契約期間の満了」，「早期退職・退職勧奨」，「解雇」，「会社の

倒産・事務所閉鎖」のうち，少なくとも 1つ挙げている者を会社都合の離職者として定義す

る
7）8）

。これら 2つの調査を用いることにより，客観的な失業リスクについて近年までの分析が

可能となる。

以上の失業リスクに関する 2つの変数を用いて，次の 2本のモデルを推定する。

yit=áDit+âXit+Tt+öi+±it ( 1 )

yit=áDit-1+âXit-1+ët+èi+±it ( 2 )

ただし，（ 1）式は主観的な失業リスク，（ 2）式は会社都合離職に関するモデルである。yit

は主観的な失業リスクまたは 1年間の会社都合離職に関する変数であり，iは個人，tは調

査年を示す。

前述した通り，雇用や仕事の安定性や失業リスクに関する諸外国の研究では，主に有期・

無期という契約期間の区分に基づく研究が多く存在する。しかしながら，日本においては，

賃金や訓練機会の格差は，契約期間や労働時間の区分よりも，企業の雇用管理に基づく呼称

の雇用形態の区分による差異が大きいことが指摘されてきた。そこで，（ 1）式および（ 2）式

では，労働時間，契約期間ならびに呼称上の雇用形態のそれぞれの雇用区分に関するダミー

変数 (D) を用いて，雇用区分による主観的または客観的な失業リスクの差異を分析する。

変数の具体的な定義は次の通りである。労働時間区分については，週労働時間が35時間未満

の短時間労働者なら 1，35時間以上のフルタイム労働者なら 0の値をとる「短時間労働ダ

ミー」を用いる。契約期間区分については，有期雇用者なら 1，無期雇用者なら 0の値をと

る「有期雇用ダミー」を用いる。雇用形態区分については，非正規雇用者なら 1，正規雇用

者なら 0の値をとる「非正規雇用ダミー」を用いる。

データの特性に応じて，説明変数の定義は若干異なる。（ 1）式の労働者区分のダミー変数

(Dit) は当期のものを利用する。また，その他コントロール変数 Xitとして，JGSSデータで

は，人的資本の代理変数（経験年数，勤続年数と最終学歴），企業属性（産業と企業規模），

職種及び女性ダミーおよび年固有効果 Ttを用いる。JLPSはパネルデータであるため，経験

年数（ 5年間隔のカテゴリー変数），勤続年数，産業，企業規模と職種と，年固有効果 Ttお

よび個人の固定効果 öiをコントロールする。一方，（ 2）式では，前年からの会社都合離職

を分析するため，説明変数の Dit-1は前年の雇用区分を示す
9）

。他の説明変数も 1期ラグを用

いるが，その内容はモデル（ 1）とほぼ共通している
10）

。分析対象の年齢はいずれも59歳以下に
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限定する
11）12）

。

図 1と図 2は，それぞれ JGSSと JLPSに基づく主観的な失業リスクの時系列変化を示し

ている
13）

。雇用者全体では，近年にかけて失業可能性がある労働者の比率は低下している（図

図 1．主観的な失業リスクの時系列変化（ JGSS）
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図 2 ．主観的な失業リスクの時系列変化（ JLPS）
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1�1，図 2�1）。しかし，主観的な失業リスクは労働者の属性によって異なる。失業リスクは，

労働時間別には，短時間労働者の方がフルタイム労働者より高く（図 1�2，図 1�5，図 2�2），

契約期間別には，有期雇用者の方が無期雇用者よりも顕著に高く（図 1�4，図 2�3），雇用形

図 3．会社都合離職率の時系列変化（ JLPS）

図3�1 雇用者全体 図 3�2 労働時間別.6 .6
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態別には非正規雇用者の方が正規雇用者よりも高い（図 1�3，図 1�6，図 2�4）。

図 3と図 4は，それぞれ JLPSと JPSEDの会社都合離職率の時系列変化を示している。

図 3をみると，雇用者の会社都合離職率は，主観的な失業リスクと同様に，近年にかけて低

下している。短時間労働者，有期雇用者ならびに非正規雇用者の会社都合離職率は，それぞ

れフルタイム労働者，無期雇用者，正規雇用者と比べて高い傾向にあるが，直近の2017年で

はその差はかなり縮小している。一方，図 4を見ると，2016年から2020年にかけて，いずれ

の図においても会社都合離職率は若干上昇傾向にある。雇用区分別には，特に有期雇用者や

非正規雇用者は，それぞれ無期雇用者や正規雇用者と比べて，会社都合離職率がやや高い。

以上から，主観的・客観的な失業リスクの格差は，特に契約期間や雇用形態による区分に

おいて存在することが示唆される。次に計量分析により，その点をさらに検証する。

4 推 定 結 果

4．1 主観的な失業リスク
14）

表 1 のパネル Aと Bは，それぞれ JGSSの2000～2018年と2000～2002年のデータを用い

て，プロビットモデルで推定した結果を表している。いずれのパネルにおいても，週労働時

間，契約期間および雇用形態の雇用区分ダミーを個別に用いた上で，最終列ではそれらを同

時に用いている。

表 1のパネル Aの列（1）と列（2）の推定結果をみると，いずれも雇用区分ダミーの係数は

主観的な失業リスクについて正で統計的に有意である。限界効果から，失業リスクありの確

率は，フルタイムより短時間労働者は2.5％ポイント，非正規雇用者は正規雇用者よりも

10.2％ポイント高い。それらを同時に用いた列（3）の結果によると，いずれも統計的に有意

な強い関係が残るが，週労働時間の係数が逆転して負となっている。つまり，雇用形態等の

他の条件を一定とすると，主観的な失業リスクありの確率は，フルタイム労働者よりも短時

間労働者の方が2.9％ポイント低い一方，非正規雇用者は正規雇用者よりも11.6％ポイント高

い。

パネル Bの2000～2002年の結果では，短時間労働ダミー，有期雇用ダミーおよび非正規

雇用ダミーのそれぞれに回帰したところ，後 2者の係数は正で統計的に有意である。主観的

な失業リスクありの確率は，有期は無期に比べて15.8％ポイント，非正規は正規に比べて

11.3％ポイント高い。列（4）の結果によると，有期雇用ダミーと主観的な失業リスクの間に

は統計的に有意な強い関係が残るものの，非正規雇用ダミーの係数は正であるが有意水準が

低下している。限界効果によれば，失業リスクありの確率は，有期は無期に比べて14.1％ポ

イント，非正規雇用は正規雇用より7.2％ポイント高い。

表 2は，パネルデータとしての JLPSの特性を利用し，固定効果
15）

を考慮したロジットモデ
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ルを用いて，期間を通じて一定の観察できない個人の異質性を制御した推定結果である。列

（1）～（3）の推定結果をみると，週労働時間以外について，正で統計的に有意な結果が得られ

た。オッズ比の結果をみると，主観的な失業リスクありの可能性は，有期雇用は無期雇用に

比べて1.763倍，非正規雇用は正規雇用に比べて1.962倍になることを意味している。列（4）よ

表 1．主観的な失業リスクに関する推定結果（ JGSS, 2000～2018）

パネル A．2000～2018年のサンプル パネル B．2000～2002年のサンプル

（1） （2） （3） （1） （2） （3） （4）

短時間労働

ダミー

0.110** �0.132*** �0.005 �0.265
［0.043］ ［0.050］ ［0.136］ ［0.166］

限界効果 0.025 ** �0.029 *** �0.001 �0.061
［0.010］ ［0.011］ ［0.032］ ［0.038］

有期雇用

ダミー

0.689*** 0.618***

［0.137］ ［0.155］

限界効果 0.158 *** 0.141 ***

［0.031］ ［0.035］

非正規雇用

ダミー

0.462*** 0.524*** 0.484*** 0.313*

［0.045］ ［0.051］ ［0.149］ ［0.180］

限界効果 0.102 *** 0.116 *** 0.113 *** 0.072 *

［0.010］ ［0.011］ ［0.035］ ［0.041］

定数項 �0.756*** �0.733*** �0.738*** �0.439 �0.340 �0.264 �0.253
［0.148］ ［0.148］ ［0.148］ ［0.389］ ［0.389］ ［0.390］ ［0.391］

サンプルサイズ 10,576 10,576 10,576 1,374 1,374 1,374 1,374

コントロール変数 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
擬似決定係数 0.0452 0.0576 0.0584 0.0652 0.0745 0.0861 0.0899

÷2 393.4 509.2 514.4 81.13 95.31 115.1 116.4

対数尤度 �4286 �4230 �4227 �584.7 �578.9 �571.6 �569.3

注：*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. カッコ内はロバスト標準誤差．

表 2．主観的な失業リスクに関する推定結果（ JLPS, 2007～2017）

（1） （2） （3） （4）

短時間労働ダミー 0.068 �0.030
［0.120］ ［0.123］

（1.071） （0.970）

有期雇用ダミー 0.567*** 0.331**

［0.131］ ［0.148］

（1.763）*** （1.392）**

非正規雇用ダミー 0.674*** 0.522***

［0.135］ ［0.154］

（1.962）*** （1.685）***

サンプルサイズ 5,824 5,824 5,824 5,824

個体数 804 804 804 804

コントロール変数 Yes Yes Yes Yes
固定効果 Yes Yes Yes Yes
年効果 Yes Yes Yes Yes
擬似決定係数 0.0516 0.0560 0.0575 0.0587

注：*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. カッコ内は標準誤差，イタリック体はオッズ比を表す．
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り， 3つの雇用区分を同時に用いた結果によると，主観的な失業リスクありの可能性は，労

働時間区分は統計的に有意ではない一方，有期雇用は無期雇用に比べて1.392倍，非正規雇

用は正規雇用に比べて1.685倍である。観察不可能な個人の固定効果を制御した JLPS（2007

～2017）に関する限り，主観的な失業リスクについては，呼称による雇用形態区分による差

異が大きいといえる。

4．2 客観的な失業リスク

客観的な失業リスクとしての会社都合離職については，パネルデータの特性を利用して固

定効果ロジットモデルを推定した
16）

。表 3のパネル A は JLPS（2010～2017），パネル Bは

JPSED（2016～2021）を用いた結果
17）

である。

パネル Aおよびパネル Bの列（1）～（3）では，労働時間，契約期間および雇用形態の区分

について，それぞれの係数とオッズ比を示している。その結果によると，労働時間区分は統

計的に有意ではないが，契約期間と雇用形態の区分の係数は正で，統計的に有意である。

オッズ比の結果をみると，会社都合による離職の可能性は，有期雇用は無期雇用に比べて

JLPS（2010～2017）では5.131倍，JPSED（2016～2021）では1.615倍である。また，非正規

雇用は正規雇用に比べて，JLPSでは4.274倍，JPSEDでは2.055倍である。

パネル Aとパネル Bの列（4）は， 3つの雇用区分ダミーを同時に用いた結果である。パネ

ル A（ JLPS）の列（4）においては，労働時間による区分は統計的に有意ではない一方，契約

期間と雇用形態での区分の係数は統計的に有意である。ロジット推定のオッズ比は，それぞ

表 3．会社都合離職率に関する推定結果

パネル A．JPLS（2010～2017）を用いた

推定結果

パネル B．JPSED（2016～2021）を用いた

推定結果

（1） （2） （3） （4） （1） （2） （3） （4）

短時間労働

ダミー

0.254 0.113 �0.151 �0.293***
［0.236］ ［0.248］ ［0.106］ ［0.109］

（1.290） （1.120） 0.860 （0.746）***

有期雇用

ダミー

1.635*** 1.304*** 0.479*** 0.219*

［0.244］ ［0.287］ ［0.101］ ［0.121］

（5.131）*** （3.685）*** （1.615）*** （1.245）*

非正規雇用

ダミー

1.453*** 0.664** 0.720*** 0.641***

［0.264］ ［0.321］ ［0.121］ ［0.147］

（4.274）*** （1.943）** （2.055）*** （1.898）***

サンプルサイズ 1,457 1,457 1,457 1,457 6,070 6,070 6,070 6,070

個体数 268 268 268 268 1,759 1,759 1,759 1,759

コントロール変数 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
固定効果 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
年効果 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
擬似決定係数 0.125 0.175 0.157 0.180 0.0701 0.0750 0.0781 0.0805

注：*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. カッコ内は標準誤差，イタリック体はオッズ比を表す．
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れ3.685と1.943である。一方，パネル B（ JPSED）の列（4）では，労働時間区分は負で有意

となり，契約期間の区分の係数も統計的な有意水準が低下している一方，雇用形態の区分は

1％水準で統計的に有意である。オッズ比によれば，会社都合による離職の可能性について，

有期雇用は無期雇用に比べて1.245倍，非正規雇用者は正規雇用者と比べて1.898倍となって

おり，後者における差異が相対的に大きい。

4．3 考察

主観的な失業リスクについては，JGSSと JLPSを利用して，その認識の要因を検証した。

JGSSについては，契約期間区分をコントロールできる2000年～2002年でも，それができな

い2003年～2018年でも，労働時間区分による失業リスクの差異は確認されず，主観的な失業

リスクは，主に契約期間と呼称の雇用形態の区分に関係している。両者を同時にコントロー

ルできる2000年～2002年の推定結果では，契約期間による格差が呼称の雇用区分による格差

を上回っている。この時期，日本経済は「バブル経済」崩壊後の長期の景気低迷を経験し，

完全失業率も2002年には（当時の）過去最悪の水準に達した。こうした労働市場の悪化状況

が，契約期間の定めがあり，雇い止めの形で雇用調整の対象になりやすい有期雇用者の主観

的な失業リスクの高さとして現れた可能性がある。

一方，JLPSの分析期間は2007年～2017年であり，比較的近年の主観的な失業リスクを検

証できる。ここでも，主観的な失業リスクは，労働時間区分ではなく，契約期間と呼称の雇

用形態の区分による差異が確認される。オッズ比に示された効果の大きさによれば，主観的

な失業リスクは，契約期間よりは呼称による雇用形態による差異が顕著であり，2000年～

2002年の JGSSに関する結果とは異なっている。JLPSの分析期間では，金融危機による大

不況の時期を含む一方，改正労働契約法によって2013年以降は継続して 5年を超える有期労

働契約について無期転換権が創設されるなど，有期雇用を取り巻く環境は変化した。した

がって，分析期間によって失業リスクと雇用区分の関係が変化している背景には，マクロの

経済状況に加えて，契約期間に関する労働法制の変化が反映されている可能性がある。ただ

し，JGSSと JLPSの分析では，用いたデータの性質の違いから識別の仮定と推定モデルが

異なっているため，直接比較することができない。今後はより適切なデータを用いて構造変

化を検証する必要がある。

客観的な失業リスクについては，JLPSと JPSEDを利用して，会社都合による離職率の要

因を検証した。2010年～2017年の JLPSの推定結果によると，会社都合離職率に対して，労

働時間区分の差異は統計的に有意ではなく，契約期間の区分の方が呼称上の雇用形態の区分

より差異が大きい。2016年～2021年の JPSEDの推定結果では，労働時間区分による差異が

逆転する一方で，契約期間と呼称の雇用形態の区分による差異が確認される。オッズ比によ
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れば，会社都合による離職率は，契約期間よりは雇用形態による差が大きい。すなわち，雇

い止めや人員整理などによる客観的な失業リスクの差異は，近年では，契約期間区分よりは

呼称上の正規と非正規という雇用形態の区分に存在するということである。会社都合による

離職は，その性質上，マクロの経済状況の影響を受けるため，大不況の期間を含まない

JPSEDほど，有期雇用の雇い止めの影響が現れにくいといえる。さらに，近年の調査であ

る JPSEDほど，有期契約に関する労働法制の影響が反映されている可能性がある。ただし，

この点は政策変更の影響そのものを厳密に検証する余地がある。

以上，2000年代以降の主観的および客観的な失業リスクに関する分析結果によれば，リス

クの格差は，労働法に対応した有期／無期という契約期間のみならず，呼称上の正規／非正

規という呼称による雇用形態の区分にも存在する。そして，近年のデータでは，失業リスク

の認識についても現実についても，契約期間による格差に比べて，呼称による正規と非正規

の間の格差が相対的に大きくなっていることも明らかとなった。この結果は，呼称による雇

用区分の重要性を指摘したこれまでの研究の知見にも一致する。すなわち，従来の研究が指

摘するように，日本においては呼称上の正規と非正規の間に企業内訓練を始めとする雇用管

理の差異があり，それらは両者のキャリアやスキルに格差を生む。仕事の安定性の認識と事

実に関する本稿の分析結果もまた，呼称による正規と非正規という雇用区分に，事実上の契

約関係が含まれていることを示唆しているといえる。

5 結 論

本稿では， 1年以内の失業可能性に関する主観的な失業リスクと， 1年以内の会社都合離

職率という客観的な失業リスクに焦点をあて，労働時間や契約期間，呼称による雇用形態と

いう労働法制や企業の雇用管理に関わる複数の雇用区分に基づく失業リスクの差異を明らか

にした。

その結果，主観的な失業リスクは，2000年代初頭のデータでは，非正規と正規という呼称

の雇用形態の区分に比べて，有期と無期という契約期間の区分による差異が大きかったもの

が，2010年以降のデータでは，呼称による雇用形態間の差異が顕著になっていた。客観的な

失業リスクもまた，近年のデータでは，契約期間区分よりは，呼称上の正規と非正規という

雇用形態区分における差異が上回っていた。こうした失業リスクの認識と事実の変化は，労

働需給の逼迫というマクロの労働市場の状況を反映するとともに，有期契約労働者の無期転

換に関する労働法制の変化の影響を示唆する。しかし同時に，主観的および客観的な失業リ

スクは，呼称による正規と非正規という雇用形態の区分において厳然として存在することか

ら，企業の雇用管理区分が事実上の労働契約の区分を内包しているという従来の知見が，仕

事の安定性の観点からも裏付けられた。
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しかしながら，本稿には次のような課題が残っている。第 1に，本稿では，複数のクロス

セクションデータないしパネルデータを用いた分析結果から，雇用区分による失業リスクの

差異の傾向が変化した可能性を指摘したが，より長期のデータを用いるなどして，この解釈

の妥当性を確認する必要がある。第 2に，本稿では，分析対象を60歳未満に限定し，高齢者

を除外したが，近年，定年後の継続雇用により高齢者雇用が進展している。今後は，高年齢

労働者における主観的および客観的な失業リスクの決定要因を分析する余地がある。第 3に，

本稿では，いかなる雇用区分において失業リスクの差異が大きいのかを明らかにするため，

3つの雇用区分のそれぞれの定義には二分法を用いた。しかしながら，データを観察すると，

主観的な失業リスクの水準や時系列変化の傾向は，呼称の非正規雇用の中でもパート・アル

バイトと派遣労働者では異なっている。今後は，分析目的に応じて，そうした雇用区分内の

異質性にも目を向ける必要がある。
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年パネル調査（ JLPS-M）（いずれも東京大学社会科学研究所パネル調査プロジェクト）」ならび

に「全国就業実態パネル調査（リクルートワークス研究所）」の個票データの提供を受けた。ま

た，大阪商業大学 JGSS研究センターより日本版 General Social Surveys（ JGSS）2000～2012，

2015ならびに JGSS-2017G/JGSS-2018G統合データの提供を受けた。記して感謝したい。なお，

日本版 General Social Surveys（ JGSS）は，大阪商業大学 JGSS研究センター（文部科学大臣認

定日本版総合的社会調査共同研究拠点）が，大阪商業大学の支援を得て実施している研究プロ

ジェクトである。JGSS-2000～2012は東京大学社会科学研究所の協力を得た。JGSS-2000～2008

は学術フロンティア推進拠点，JGSS-2010～2012は共同研究拠点の推進事業，JGSS-2015は JSPS

科研費 JP26245060，JP15H03485，JP24243057，大阪商業大学アミューズメント産業研究所，日

本経済研究センター研究奨励金2014年度（岩井紀子），労働問題に関する調査研究助成金2015年

度（岩井八郎ほか）の支援を受けた。JGSS-2017/2018は京都大学大学院教育学研究科教育社会

学講座の協力を得て実施し，文部科学省「特色ある共同研究拠点の整備の推進事業 機能強化支

援」と JSPS科研費 JP17H01007の支援を受けた。JGSS-2018データの整備は，JSPS人文学・社

会科学データインフラストラクチャー構築推進事業 JPJS00218077184の支援を得ている。

1）仕事の負の特性が，賃金やその他の特性によって補償（compensate）される限り，市場均衡

においては，仕事の総合的な満足度に格差は生じないと考えられる。しかし，これまでの実証研

究では，総合的な職務満足度について，有期雇用と無期雇用の間で統計的に有意な差がないとす

る論文もあれば（Bardasi and Francesconi 2004, de Graaf-Zijl 2012），有期雇用の満足度が無期雇

用よりも低いとする論文もあり（Clark and Oswald 1996, Booth et al. 2002），一貫した事実はな

い。

2）Kuroki（2012）は，主観的な失職リスクの回答を利用して，日本における製造業の派遣労働の
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解禁が，同産業の低学歴の生産労働者の雇用不安を高めたことを明らかにしている。その他に，

これまでの研究では「現在の仕事の安定性に関する満足度」（Clark and Postel-Vinay 2009）や，

「現在の仕事を安定していると感じるかどうか」に関する回答（OECD 1997, Böckerman 2004）

も利用されている。しかしながら，これらの主観的な問いについては，「仕事の安定性」の解釈

や，満足度の尺度が個人間で異なる可能性があり，個人間や国家間（ならびに時点間）の比較に

課題がある（Clark and Postel-Vinay 2009）。

3）JGSS調査は，全国に居住する満20～89歳の男女を母集団とし，層化 2段階抽出法により無作

為に抽出された個人を調査対象者としている。観測数は調査年によって異なるが，最も多いのは

2010年で10,006人，最も少ないのは2017年で1,488人である。

4）JLPSの若年（壮年）パネル調査は，2007年時点で日本全国に居住する20歳～34歳（35歳～40

歳）の男女を母集団として，2007年 1 月から 3月にかけて調査票によるアンケート調査を行った

ものである。なお，対象者が脱落していく問題に対応し調査を継続するため，追跡調査も実施さ

れており，2017年の回収数は継続調査が1,827，追跡調査が441である。

5）JLPSでは，2010年から会社都合による離職に関する質問項目を導入しているため，ここでは，

JLPSの2010～2017年のデータを使用して分析している。

6）JPSEDはインターネットモニター調査であり，2016年の第 1回調査の回答者（n=49,131）に

対して，毎年 1月に調査を継続している。2021年では，継続サンプルと追加サンプルに復活サン

プルを加えた有効回収数は56,064である。

7）2019年より，「早期退職・退職勧奨」に関する調査票の変更があり，「退職勧奨」は「会社都合

離職」とする一方で，「早期退職」が「自己都合離職」に分類されるようになった。しかしなが

ら，全期間で会社都合離職の定義を統一する観点から，2019年以降も「早期退職」および「退職

勧奨」を合わせて「早期退職・退職勧奨」として把握する。また，この調査票の変化によって起

こりうる変動を，年ダミーでコントロールする。

8）本稿では，前年度に雇用者であり，過去 1年間に離職や転職をした者について，複数回答の離

職理由のうち，会社都合による理由を「少なくとも 1つ」挙げている者を 1，それ以外の前年度

の雇用者を 0とするダミー変数を作成し，客観的な失業リスクの分析に用いる。

9）非正規雇用者に分類される者は，JGSSと JPSEDでは「パート・アルバイト」「派遣社員」「契

約社員」「嘱託」，JLPSでは「パート・アルバイト・契約・臨時・嘱託」と「派遣社員」である。

10）JLPSの分析では，経験年数の 5年間隔のカテゴリー変数，勤続年数，産業，企業規模，職種

及び当期の年固有効果をコントロールしており，JPSEDの分析では，最終学歴，経験年数，勤

続年数，産業，企業規模，職種及び当期の年固有効果をコントロールしている。なお，最終学歴，

産業，企業規模，職種は，実際には同一個人内で一定の変動があるため，固定効果推定でも脱落

していない。

11）厚生労働省「就労条件総合調査」（平成29年）によれば，企業規模30人以上ではおよそ78％が60

歳の一律定年制を採用しており，60歳以降では定年前とは異なる雇用管理が行われている可能性

を考慮して，59歳以下に分析対象を限定した。

12）紙幅の都合により，各変数の基本統計量を割愛している。興味のある読者は，著者まで要求さ

れたい。

13）JGSSでは，調査票の都合上，契約期間区分は2000～2002年調査しか得られない。そのた
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め，2000�2002年のプールデータでは労働時間，雇用契約，雇用形態の 3つの雇用区分を，2000

～2018年のプールデータでは，労働時間と雇用形態の 2つの雇用区分について分析する。ここで

はそれぞれの期間の主観的な失業リスクのふるまいを示している。

14）主観的な失業リスクの分析においては， 1年以内の失業可能性の程度に関する回答をそのまま

利用して，順序プロビットモデルでも推定したが，二分法によるロジットモデルの推定結果と同

様であった。ここでは，紙幅の都合上，結果の表示を割愛している。興味のある読者は，著者ま

で要求されたい。

15）プロビットモデルでは固定効果を推定できないので，ここでは，ロジットモデルを利用して固

定効果を推定する（Chamberlain 2010）。

16）なお，サンプルを64歳までに拡張した推定も行った。その結果によれば，週労働時間および契

約期間の区分の係数も負で，統計的に有意であるが，係数の絶対値は呼称による雇用形態ダミー

が最も大きく，客観的な失業リスクの差異が大きい。

17）過去 1年間の離職や転職の理由のうち「最大の理由」が会社都合である場合の会社都合離職率

についても分析した。その結果は，「少なくとも 1つ」が会社都合である場合の分析結果とほぼ

同じである。すなわち，労働時間区分は統計的に有意ではなく，契約期間と雇用形態は有意であ

るが，後者による差異がやや大きいという結果であった。ここでは，紙幅の都合上，結果の表示

を割愛している。興味のある読者は，著者まで要求されたい。
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